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考

や
れ
る
社
会
で
あ
れ

立
教
大
に
で
き
た
シ
ニ
ア
世
代
向
け

コ
ー
ス
で
さ
れ
、
「
自
分
史
の
書
き

方
」
（
講
談
社
）
を
出
さ
れ
ま
す
。

あ
の
コ
ー
ス
は
入
学
資
格
が
50歳

以
上
。
人
間
は
不
思
議
と、

60歳
を

す
ぎ
る
あ
た
り
で
、
「
自
分
の
人
生

は
何
だ
っ
た
の
か
」
を
考
え
た
く
な

る
も
の
ら
し
い
。
そ
れ
を
具
体
的
に

つ
か
む
に
は
自
分
史
を
書
く
の
が
い

ち
ば
ん
。
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク、

ロ

ッ
キ
ー
ド
事
件
が
あ
っ
た
と
き
、
何

を
し
て
い
た
の
か
、
自
分
と
時
代
を

ふ
り
返
る
手
が
か
り
に
な
る
。

受
講
生
は
団
塊
の
世
代
が
中
心
だ

っ
た
か
ら
、
父
親
が
戦
争
で
亡
く
な

っ
た
り
、
広
島
で
母
親
の
胎
内
で
被

爆
し
た
り
と
い
っ
た
体
験
が
あ
る
。

彼
ら
の
自
分
史
を
読
む
と
、
日
本
の

高
度
経
済
成
長
の
様
子
が
具
体
的
に

わ
か
っ
た
。
企
業
社
会
で
競
っ
て
き

た
人
も
い
る
が
、
無
限
の
エ
ネ
ル
ギ

ー
が
な
い
限
り
、
常
に
ト
ッ
プ
集
団

に
居
続
け
る
の
は
不
可
能
に
近
い
。

ど
こ
か
で
ト
ッ
プ
願
望
を
捨
て
て
、

脱
線
す
る
こ
と
も
楽
し
む
人
生
に
切

り
替
え
る
べ
き
だ
。

僕
は
「
や
り
た
い
こ
と
を
、
や
り

た
い
よ
う
に
、
や
る
」
こ
と
が
、
も

っ
と
も
幸
せ
な
生
き
方
と
思
う
。
そ

う
い
う
生
き
方
が
保
障
さ
れ
た
社
会

で
あ
っ
て
ほ
し
い
。

（聞
き
手
•平
出
義
明
）
1
1

お
わ
り

●
次
回
は
シ
ン
ガ
ー
・
ソ
ン
グ
ラ

イ
タ
ー
、
イ
ル
カ
さ
ん
で
す
。

＇ さ
J

冨

国
連
総
会
で
採
択
し
た
世
界
人
権
宣

言
と
重
な
る
。
人
類
が
自
由
を
獲
得

す
る
長
い
歴
史
の
結
果
を
取
り
入
れ

て
い
る
。
い
ま
の
憲
法
、
憲
法
9
条

に
よ
る
戦
後
レ
ジ
ー
ム
は
日
本
を
歴

史
上
も
っ
と
も
繁
栄
さ
せ
た
基
盤
。

戦
前
日
本
の
失
敗
は
大
日
本
帝
国
憲

法
レ
ジ
ー
ム
が
つ
く
っ
た
。
戦
前
は

経
済
や
物
質
的
資
源
が
軍
事
関
係
に

回
る
こ
と
を
優
先
し
た
。
戦
後
は
そ

れ
を
民
生
に
投
入
し
、
経
済
の
復
興

と
成
長
に
つ
な
が
っ
た
。

連
載
開
始
の
07年
に
、
東
大
大
学

院
情
報
学
環
特
任
教
授
に
就
き
、
東

大
駒
場
祭
で
立
花
ゼ
ミ
主
催
の
憲
法

集
中
講
義
を
行
っ
た
。
世
論
調
査
で

改
憲
に
賛
成
す
る
若
者
が
多
く
な

り
、
危
機
感
を
持
っ
た
。
憲
法
の
価

値
を
知
ら
な
い
だ
け
で
な
く
、
惑
法

『
`

「人生を r勝ち組』 『負け組』に分けるのは
間違い。勝ち組の人たちを見ていると、仕
事 時間に追われ、休むことなく働いてい
る」と語った＝東京都文京区、早坂元興撮影

1

第
1
次
安
倍
政
権
時
代
の

2

0
0
7年
、
憲
法
の
制
定
過
程
を
洗

い
出
す
「
私
の
護
憲
論
」
の
連
載
が

月
刊
「
現
代
」
（
講
談
社
）
で
始
ま

り
ま
し
た
。

第

1
次
安
倍
内
閣
は
「
戦
後
レ
ジ

ー
ム
（
体
制
）
か
ら
の
脱
却
」
を
掲

げ
「
憲
法
改
正
」
に
意
欲
を
み
せ

た
。
現
在
も
考
え
は
変
わ
ら
な
い
だ

ろ
う
。
彼
は
当
時
「
現
行
憲
法
を
起

草
し
た
の
は
憲
法
に
素
人
の
G
H
Q

の
人
た
ち
だ
っ
た
。
茎
本
法
で
あ
る

以
上
、
成
立
過
程
に
こ
だ
わ
ら
ざ
る

を
得
な
い
」
と
語
っ
た
。
こ
れ
は
ま

っ
た
く
の
デ
タ
ラ
メ
。
彼
ら
は
法
律

の
専
門
家
だ
っ
た
。
米
国
は
終
戦
の

2
年
前
か
ら
日
本
の
体
制
を
ど
う
変

え
れ
ば
い
い
か
を
研
究
し
て
い
た
。

基
本
的
人
権
の
部
分
は
、

48年
に

寸

や
り
た
い
こ
と

の
知
識
も
欠
け
て
い
る
こ
と
を
実
感

し
た
。
戦
後
体
制
の
価
値
は
、
戦
前

と
比
較
し
て
み
な
い
と
分
か
ら
な

い
。
戦
前
が
ど
う
い
う
体
制
だ
っ
た

の
か
も
知
ら
な
い
の
だ
。

ー
憲
法
改
正
は
、
現
在
も
政
治

上
の
焦
点
で
す
。

戦
後
70年
が
す
ぎ
、
70年
の
区
切

り
に
は
意
義
が
あ
る
よ
う
に
思
う
。

20世
紀
の
超
大
国
の
一
っ
ソ
連
で

は、

憲
法
が
生
ま
れ
、
連
邦
が
解
体

す
る
ま
で
が
約
70年。

20世
紀
最
大

の
失
敗
国
家
だ
。

一
方
、
繁
栄
を
築

い
た
日
本
は
成
功
国
家
。
自
由
主
義

と
民
主
主
義
と
平
和
主
義
が
三
位
一

体
の
現
行
憲
法
を
改
変
し
て
い
い
の

か
、
そ
の
こ
と
が
問
わ
れ
て
い
る
。

ー
ー
個
々
人
の
生
き
方
を
、
同
時

代
の
中
で
考
え
る
講
義
を
、
08年
に


